
広 報 か い づ か令和6年8月 子育て　(4)

場
所
・
見
学
・
申
込
・
問
合
せ

先　

児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー

こ
ど
も
デ
イ
ケ
ア
い
ず
み(

東

山
２
‐
１
‐
１)

☎
０
７
２
・

４
２
１
・
３
０
０
０

子
育
て
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク

電
子
書
籍
版

　

令
和
６
年
度

版
か
い
づ
か
子

育
て
ガ
イ
ド

ブ
ッ
ク
を
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
ま
し
た
。

　

ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先　

子
育
て
支
援
課

☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７
０
２

４市
立
子
育
て
支
援
セ
ン

タ
ー

◆
水
あ
そ
び
コ
ー
ナ
ー

　

水
着
や
水
あ
そ
び
用
お
む
つ

を
着
用
し
て
く
だ
さ
い
。

日
時　

８
月
19
日
・
26
日
、
月

曜
午
前
10
時
～
11
時(

雨
天
中

止)対
象　

就
学
前
の
子
ど
も
と
保

護
者

定
員　

15
組(

定
員
に
な
り
次

第
締
切)

申
込　

当
日
午
前
９
時
～
電
話

で◆
お
ひ
さ
ま　

え
ん
に
ち
②

日
時　

８
月
28
日(

水)

午
前
10

時
30
分
～
11
時
30
分

対
象　

就
学
前
の
子
ど
も
と
保

護
者

定
員　

15
組(

定
員
に
な
り
次

第
締
切)

申
込　

８
月
22
日(

木)

午
後
１

時
～
電
話
で

◆
ベ
ビ
ー
マ
ッ
サ
ー
ジ
で
♥
あ

か
ち
ゃ
ん
と
マ
マ
の
ハ
ッ
ピ
ー

タ
イ
ム
♥

日
時　

９
月
20
日(

金)

午
前
10

時
～
10
時
40
分

対
象　

１
～
６
カ
月
位
ま
で
の

子
ど
も
と
保
護
者

定
員　

７
組(

定
員
に
な
り
次

第
締
切)

申
込　

９
月
11
日(

水)

午
後
１

時
～
電
話
で

◆
運
動
会
～
み
ん
な
で
楽
し
く

体
を
動
か
そ
う
～

日
時　

９
月
25
日(

水)

午
前
10

時
30
分
～
11
時
30
分

対
象　

未
就
園
の
子
ど
も
と
保

護
者

定
員　

15
組(

定
員
に
な
り
次

第
締
切)

申
込　

９
月
10
日(

火)

午
後
１

時
～
電
話
で

場
所
・
申
込
・
問
合
せ
先

市
立
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

(
名
越
１
０
８)

☎
０
７
２
・
４

６
８
・
８
２
２
４

 

子
ど
も
・
子
育
て
交
流
施
設

つ
げ
さ
ん
広
場

◆
マ
マ
と
赤
ち
ゃ
ん
の
ふ
れ
あ
い

タ
イ
ム
w
i
t
h
マ
タ
ニ
テ
ィ

日
時　

①
８
月
28
日(

水)
②
９

月
19
日(

木)

③
10
月
９
日(

水)

午
前
10
時
10
分
～
10
時
50
分

講
師　

小
山
美
樹
様(

ベ
ビ
ー

マ
ッ
サ
ー
ジ
イ
ン
ス
ト
ラ
ク

タ
ー)

対
象　

１
カ
月
健
診
後
～
６
カ

月
の
子
ど
も
と
保
護
者
、
マ
タ

ニ
テ
ィ
の
方

定
員　

５
組(

初
め
て
の
方
を

優
先
し
、
定
員
に
な
り
次
第
締

切
。
マ
タ
ニ
テ
ィ
の
方
は
定
員

に
含
み
ま
せ
ん)

場
所
・
申
込
・
問
合
せ
先

つ
げ
さ
ん
広
場
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
ス
ペ
ー
ス
え
ー
る(

近

木
町
４‐

１)

☎
０
７
０
・
５

０
４
１
・
２
５
６
７(

平
日
午

前
10
時
～
午
後
３
時)

離
乳
食
講
習
会

　

聴
い
て
・
見
て
・
作
っ
て
・

食
べ
て
離
乳
食
を
体
験
で
き
ま

す
。

日
時　

９
月
13
日(

金)

午
後
１

時
30
分
～
３
時
30
分

場
所　

保
健
・
福
祉
合
同
庁
舎

３
階(

受
付
２
階)

対
象 

生
後
５
～
８
カ
月
頃
の

子
ど
も
と
保
護
者(

保
育
士
に

よ
る
保
育
あ
り
。
保
護
者
の
み

の
参
加
可)

定
員　

10
組(

定
員
に
な
り
次

第
締
切)

参
加
費　

２
０
０
円

申
込
・
問
合
せ
先　

子
ど
も
相

談
課
☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７

０
０
０

こ
ど
も
デ
イ
ケ
ア
い
ず
み

令
和
７
年
度
入
園
児
募
集

　
対
象　

就
学
前
で
運
動
や
言

語
・
行
動
面
な
ど
で
の
発
達
の

遅
れ
が
気
に
な
る
子
ど
も

申
込　

９
月
２
日(

月)

～(

土

日
祝
除
く)

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー　

ひ
だ
ま
り

◆
マ
マ
ヨ
ガ
で
気
分
は
リ
フ

レ
ッ
シ
ュ

日
時　

９
月
６
日(

金)

午
前
10

時
30
分
～
11
時
30
分

場
所　

保
健
・
福
祉
合
同
庁
舎 

３
階
大
会
議
室

講
師　

ヨ
ガ
イ
ン
ス
ト
ラ
ク

タ
ー

対
象　

就
学
前
の
子
ど
も
の
保

護
者

定
員　

10
人(

定
員
に
な
り
次

第
締
切
、
保
育
は
８
人
ま
で)

持
物　

ヨ
ガ
マ
ッ
ト(

お
持
ち

の
方)

、
飲
物

申
込　

８
月
23
日(

金)

午
前
10

時
～
窓
口
・
電
話
で

申
込
・
問
合
せ
先　

子
育
て
支

援
セ
ン
タ
ー
ひ
だ
ま
り(

保
健
・

福
祉
合
同
庁
舎
２
階)

☎
０
７

２
・
４
３
３
・
７
０
６
４

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

み
な
み

◆
縁
日
デ
ー

日
時　

８
月
29
日(

木)

午
前
10

時
～
11
時
30
分

対
象　

歩
行
が
で
き
る
１
歳
～

就
学
前
の
子
ど
も
と
保
護
者

定
員　

15
組(

定
員
に
な
り
次

第
締
切)

申
込　

８
月
22
日(

木)

・
23
日

(
金)

午
前
10
時
～
午
後
４
時
に

電
話
で

◆
ラ
ン
チ
会

日
時　

９
月
20
日(

金)

午
前
10

時
30
分
～
正
午

対
象　

普
通
食
が
食
べ
ら
れ
、

こ
ど
も
園
や
幼
稚
園
に
行
っ
て

い
な
い
１
歳
～
就
学
前
の
子
ど

も
と
保
護
者

定
員　

15
組(

初
め
て
の
方
を

優
先
。
定
員
に
な
り
次
第
締
切)

参
加
費(

１
組) 　

５
０
０
円

※

追
加
１
人
に
つ
き
３
０
０
円

申
込　

９
月
２
日(

月)

・
３
日

(

火)

午
前
10
時
～
午
後
４
時
に

電
話
で

場
所
・
申
込
・
問
合
せ
先　

貝
塚
南
こ
ど
も
園(

地
蔵
堂
２
３

ホームページ ホームページ

ホームページ

おしらせ
ひろば

８-

1)

☎
０
７
２
・
４
３
２
・

４
７
３
５

フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー

◆
子
ど
も
の
生
活
に
つ
い
て

　

子
ど
も
の
食
生
活
や
日
常
生

活
に
お
い
て
取
り
巻
く
危
険
に

つ
い
て
、
す
く
す
く
子
育
て
応

援
隊
の
保
育
教
諭
に
お
話
し
て

い
た
だ
き
ま
す
。

日
時　

９
月
12
日(

木)

午
前
10

時
～
正
午

場
所　

保
健
・
福
祉
合
同
庁
舎

２
階
指
導
室
１
・
２

定
員　

15
人(

定
員
に
な
り
次

第
締
切)

締
切　

９
月
11
日(

水)

申
込
・
問
合
せ
先　

フ
ァ
ミ

リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
☎
０
７

２
・
４
３
３
・
７
０
５
０

ひ
と
り
親
家
庭
の
方
対
象

バ
ス
ツ
ア
ー

　　

市
と
貝
塚
市
母
子
寡
婦
福
祉

新
生
会
と
の
共
催
で
バ
ス
ツ

ア
ー
を
行
い
ま
す
。

日
時　

10
月
６
日(

日)

午
前
８

時
～
午
後
５
時
30
分

場
所　

奈
良
金
魚
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム定
員　

40
人(

多
数
の
場
合
は

抽
選)

参
加
費(

当
日
徴
収) 　

高
校
生

以
上：

３
０
０
０
円
、
新
生
会

会
員：

２
５
０
０
円
、
中
学

生：

２
０
０
０
円
、
小
学
生：

１
５
０
０
円
、
幼
児：

１
０
０

０
円

※
昼
食
代
含
む
。
３
歳
未
満
無

料(

た
だ
し
保
護
者
と
同
席)

申
込　

８
月
30
日(

金)

ま
で
に

窓
口
へ

申
込
・
問
合
せ
先　

貝
塚
市
母

子
寡
婦
福
祉
新
生
会
事
務
局(

子

ど
も
福
祉
課
内)

☎
０
７
２
・
４

３
３
・
７
０
２
１

改正の内容
●第３子以降の加算額を第２子の加算額と同額に引き上げ
●受給資格者本人に適用する所得制限限度額について、手当の全
額を支給する「全部支給」と一部のみを支給する「一部支給」の
両方の限度額を引き上げ
※扶養義務者の所得制限限度額に変更はありません。
申請が必要な方
受給資格者本人の所得が限度額を超過しているため児童扶養手当
を申請しておらず、令和５年中の受給資格者本人および扶養義務
者の所得が改正後の限度額を超えない方
申請方法　必要書類を添えて窓口へ(郵送不可)
※必要書類は状況ごとに異なりますので、
詳しくはお問合せください。
締切　10月31日(木)
申請・問合せ先　子ども福祉課☎072－433－7021

児童扶養手当
改正の内容
●所得制限の撤廃
●支給対象を高校生年代(18歳到達後の年度末)までの子どもに拡充
●第３子以降の支給額を月３万円に増額
●第３子のカウント対象を大学生年代(22歳到達後の年度末)までの
子どもに拡充(経済的に養育している場合に限る)
●支払月を年３回から年６回(偶数月)に変更
申請が必要な方(①②の対象と思われる方には７月下旬に案内を送付)
①所得上限限度額超過により支給対象外である
②高校生年代の子どもを養育している(中学生以下の子どもを養育し
ている方は申請不要)
③支給対象の子どもと大学生年代の子どもを養育している
申請に必要なもの　認定請求書、請求者の健康保険証の写し(３
歳未満の子どもを養育している場合のみ)、大学生年代の子ども
を養育している方は監護相当・生計費の負担についての確認書
など
締切　令和７年３月31日(月)
申請・問合せ先　子ども福祉課☎072－433－7021

児童手当
制度が変わります

　　　
　　　　　

　　　10月分から

　　　
　　　　　

11月分(１月支給分)から

詳しくは、送付書または
ホームページをご覧ください

子
育
て

９月期(７・８月分)の児童扶養手当は、９月11日(水)に受給者の口座へ振込みます【問合せ先】子ども福祉課☎072－433－7021


